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国立医薬品食品衛生研究所業務について
≪事務・事業説明資料》



国立医薬品食品衛生研究所 概要

≪基礎データ≫ ≪組織図≫

《主な事務・事業≫

※端数の影響により、計と一致しない

※上記以外に厚生労働本省から支出委任を受けている
業務がある。

※管理部門には、所長、副所長、総務部総務課及び
総務部会計課職員を計上

21.5億円
(19.2億円)

22.1億円
(19.8億円)

10.2億 円 10.5億 円

318億円 36.0億円

業務内容

0医薬品等の品質・安全性・有効性の評価及び
関連する研究

0食品中の残留農薬、食品添加物等の分析法の

研究
0化粧品、家庭用品、飲料水及び室内空気等の

衛生化学的試験・研究
0医薬品、食品、化学物質の安全性に関する国

内外の情報収集・解析・発信、データベース
の作成、国際機関との協力

0実験動物、細胞等を用い、医薬品、食品・食
品添加物、食品用器具・容器包装等の化学物
質について、安全性及び有効性を確保するた
めの試験・研究

等

10 1
億円

0医薬品・医療機器、食品、医薬部外品、化粧
品について、薬事法等に基づく試験・検査等
を実施

食品衛生管理部

衛生微生物部

代謝生化学部

用̈



国立医薬品食品衛生研究所の

使命と基本的性格

国立医薬品食品衛生研究所(国立衛研)は、厚生行政を科
学的根拠に基づいて遂行するため、医薬品、医療機器、食品
のほか、生活環境中に存在する化学物質の人間への影響につ
いて、その品質、安全性及び有効性を科学的に正しく評価する
ための試験・研究や調査 (レギュラトリーサイエンス)を行つてい
る。

このように、国立衛研は、国民の生命、健康に直接影響を及
ぼす医薬品、食品、化学物質等の安全性の試験・研究及び評
価を行い、公権力の行使や国の重大な健康危機管理に直結す
る業務を行うため、国立の試験研究機関とすべきとされている。

2



日立医薬品食品衛生研究所の役割

医薬品等の検査
に必要な試験法

等の通知

鑑識用標準品の提供、
科学的根拠に基づく指導 科学的根拠

に基づく

指導



行政協力

◆ 各種審議会の委員、専門委員等として多数の職員が政
各種審議会・委員会等の委員数 (延べ人数)策立案に関与

>薬事・食品衛生審議会、食品安全委員会 等

◆ 各種規制・基準、ガイドラインの作成過程に参画
>規格基準案の策定、試験法開発
>ガイドライン案の作成や運用協力

◆ 医薬品、食品、化学物質等の安全性に関する試験口研究
の実施と関連情報の収集口解析“評価口提供

◆ 自治体衛生管理等担当者教育への協力

国際協力

◆
 覆着曇手亀昌漂雷司曜熙藁針ぞれ

の分野の品質や安全
> 医薬品の日米欧規制調和会議 (ICH)の各種専門家会合
>書

i蹄 島帳劃暫ヴ⑭l業
機関)ィWHO合同食品規格計

> 
夕祓

OECD、 VVHO等の安全性言式験法策定や評{面

> ISO(国際標準化機関)の関連専門部会
> 日米欧加による動物実験代替法の評価協力(lCATM)など

◆ 途上国向けの政府援助への参画
> 

癖穆
国の医薬品の製造・品質管理(GMP)査察官に対する

> 中国、インドネシア等へのJICAプロジェクトヘの協力
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1.試験・調査研究業務

◎食品安全基本法において、内閣府食品安全委員会は国の試験研究機関に対し、緊急時には、直接、検査等の実施を

要請できることとされており、機関には実施義務が課せられている。
☆身近な話題
○中国産冷凍餃子事件 (平成20年)            ・

→関係閣僚会合で、国立衛研が加工食品中の残留農薬等に係る試験法の検討・開発及び地方衛生研究所や食品

検査機関に対する技術指導を行う機関とされ、各検査機関に対する技術指導を行つた。
○中国における粉ミルクにメラミンが混入された事件 (平成20年 )

→加工食品中のメラミン分析法を作成するとともに、地方衛生研究所や食品検査機関からの技術的相談に対応
した。               ‐
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☆身近な話題
○ヘパリン (血液抗凝固剤)に不純物 (過硫酸化コンドロイチン硫酸)が混入された事件 (平成20年 )

→中国産原料を使つたヘパリンによって米国等で80名以上の死者が出たが、米国食品医薬品局等と協力して、
直ちに試験方法を確立することにより、不良品の国内流通を防いだ。

O工場の爆発事故により医薬品製造に必要な添加物の供給が停止した事件 (平成19年 )

→製剤設計に関する研究成果を活かして、代替品の添加物を用いた代替製剤の早期供給に貢献した。



☆身近な話題
○アガリクス (ヒ メマツタケ)健康食品問題 (平成20年 )

→「アガリクス」製品のリスク評価 (健康影響評価)のための試験 (毒性試験)を実施し、厚生労働省に
中間報告。厚生労働省では「内閣府食品安全委員会」に健康影響評価を依頼した。

Oエ コナ関連製品の健康影響評価 (平成22年 )

→エコナ関連製品にグリシドール脂肪酸エステル等が不純物として含まれていることを示すとともに、遺伝
毒性試験及び体内動態試験結果を評価し、厚生労働省を介して内閣府食品安全委員会へ報告した。
なお、同物質については、さらに長期試験を実施している。
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2.一斉取締試験等業務

・ ‐|1厚生労働省が不良医薬品等の発生傾向を勘案して取締り対象品目を定め、国立衛研等が全国一斉に収去された当該
品目の品質検査を行う (薬事法第69条 )

②特別行政試験
1行政機関からの依頼による試験

||‐ |‐ 1厚生労働省から :国が医薬品原料として輸入したあへんのモルヒネ含有率試験、毒物劇物指定調査のための毒性
1           試験、後発医薬品品質情報提供等に係る試験検査、違法ドラッグ買上調査における成分分析

など

《過去5年間の各種試験の実施件数等》

(単位 :百万 )



資料2

国立医薬品食品衛生研究所
の改革案について
《改革案説明資料》
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4.事務・事業の改革

(1)一斉取締試験 等業務 に係る経費削減

○ 一斉取締試験等業務の予算額については、消耗器材費約2百万円を減額する方向で見直す。

⇒ 一斉取締試験等業務については、不良医薬品等の発生の減少等から試験実施件数も減少しているため、試験

に用いる消耗器材を効率的に使用することにより、平成23年度予算概算要求を13百万円から11百万円

(▲ 2百万円)に減額する方向で関係機関と調整する。

(2)国民への情報提供

O国立衛研の活動について、情報提供を行う。

国立衛研の活動を広く一般の方々に知っていただくため、また、科学技術について理解と関心を深めていただく

ことを目的として、毎年7月 末の平日に開催している「一般公開」を来所者へのアンケート調査を踏まえ、平成23
年度より土曜日又は日曜日に開催するとともに、職員の資質向上を目的として所内で開催している講演会を一般

に公開するなど、国民への情報提供に一層努める。

また、平成21年度より、各研究者の毎月の研究実績をマンスリーリポートとしてホームページに掲載しているとこ

ろであり、引き続きホームページの充実に努める。

一斉取締試験等業務に係るコスト削減

> 専門研究分野を活かした社会貢献及び国立衛研の認知度の向上



(3)レギュラトリーサイエンス(厚生労働行政に科学的根拠を与える試験・調査研究)に係る基礎的

研究の充実

医薬品等の承認審査に必要なガイドラインロ試験法、あるいは輸入食品の検査に必要な試験法などの作成に係る研究

といつた、レギュラトリーサイエンス(厚生労働行政に科学的根拠を与える試験・研究調査)を行つており、そのためには、

関連する分野の最新の科学技術の進歩を踏まえた基礎的研究の蓄積が不可欠である。

⇒ 任期付き職員、再任用職員、非常勤職員等を活用することにより、レギュラトリーサイエンス分野の人材の充実及
び基礎的研究を推進する。

> レギュラトリーサイエンス分野の人材の充実及び基礎的研究の推進



5.これまで行つてきた組織・業務の見直し

(1)組織の見直し

〇平成 14年 4月 医薬品や食品の安全性、有効性の評価に関する調査研究を総合的に推進→日立試験研究機関の再構築
・国立感染症研究所及び国立公衆衛生院の食品部門との統合
・伊豆薬用植物栽培試験場を廃止
・遺伝子細胞医薬部、食品衛生管理部、医薬安全科学部の 3部を新設

○平成 16年 4月 医薬品等承認審査機関の統合 →  (独)医薬品医療機器総合機構の設置
。医薬品医療機器審査センターを分離し、 (独)医薬品医療機器総合機構に統合

○平成 17年 4月 医薬品等技術の向上のための基盤技術の研究環境整備 →  (独)医薬基盤研究所の設置
。大阪支所の廃止
・細胞バンク業務及び薬用植物栽培試験場 (北海道、筑波、和歌山、種子島)を (独)医薬基盤研究所に移管

(2)業務の見直し(研究開発機関評価等への対応 )

○平成 15年 4月 情報部門の強化 :対象範囲 (化学物質)に医薬品、食品を追加 (化学物質情報部 → 安全情報部)

○平成 19年 4月 対応部の明確化 :生殖毒性 (薬理部 → 毒性部)

食品関連部門の強化 :新開発食品と食品アレルギー (食品部 → 代謝生化学部)

情報部門の整理 :ネットワーク管理 (安全情報部 → 医薬安全科学部)

細胞組織医療機器体制の強化 :療品部の室を振替 (理化学試験室→第 4室 )

業務の整理統合 :生活関連製品業務の統合 (生活衛生化学部)

医療機器への特化 (医療機器部)

○平成20年 4月

○平成22年 4月



レ 言
:国立衛研の課題 (府中移転の遅れと庁舎の老朽化)]

○庁舎及び設備の者朽化により、漏水
が発生、漏電による火災や自然災害
による庁舎倒壊の恐れあり

→ 早期移転
→ 現状維持のための改修

が必要

○老 朽 化 した 庁 舎

・事務及び研究庁舎等は、敷地内に23棟が散在

。最も古い棟は旧日本陸軍の庁舎
その他の棟もほとんどが昭和30年代から50年代に

建築された棟がほとんどであり、旧耐震基準 (B召不0
56年以前)で建設

・府中移転を控えていることから、これまで新規施設
の建築や施設の大幅な改修等は行つていない



資料 3

国立医薬品食品衛生研究所

の論点
:等

について

省内事業仕分け室作成資料



省内事業仕分け室作成資

要な論点

薬品・医療機器、1食品・食品添加物及び生活関連化
質について、品質・安全性及び有効性を正 しく評価
ための試験・調査研究、科学的知見の提示等を適切
施 しているか。

(参考)最近の行政報告等

・中国産冷凍餃子事件 (平成20年 )

関係閣僚会合で、国立衛研が加工食品中の残留農薬等に係る試験法の検討・開発及び地方衛生

研究所や食品検査機関に対する技術指導を行う機関とされ、各検査機関に対する技術指導を実施。

・新型インフルエンザ発生時の情報調査及び提供 (平成 21年 )

緊急時対応として、抗ウイルス薬の緊急使用や肉類の安全性に関する情報提供を実施。

・エコナ関連製品の健康影響評価 (平成 22年 )

エコナ関連製品にグリシドール脂肪酸エステル等が不純物として含まれていることを示すとと

もに、遺伝毒性試験及び体内動態試験結果を評価し、厚生労働省を介して内閣府食品安全委員会

へ報告。なお、同物質については、さらに長期試験を実施。

17年度 18年度 19年度 20年度 21 年度

行 政 報 告 数 904牛 103件 954牛 81件 854牛

・医療機器、食品、医薬
法等に基づく試験・検査

部外品、化粧品につい
等を適切に実施 してい

(参考)二斉取締試験等業務の実施件数等

(単位 :件 )

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

一斉取締試験
ａ
ｕ

ｒ
ｕ 151 162 135 84

特別行政試験
虔
Ｕ

′
什 45 63 58 55

一斉取締試験 :厚生労働省が不良医薬品等の発生傾向を勘案して取締り対象品目を定め、国立衛研等が全国一

斉に収去された当該 品目の品質検査を行う (薬事法第69条 )

特別行政試験 :行政機関 (厚生労働省等)か らの依頼による試験 (国が医薬品原料として輸入したあへんのモル

ヒネ含有率試験、毒物劇物指定調査のための毒性試験、後発医薬品品質情報提供等に係る試験検

査、違法 ドラッグ買上調査における成分分析 など )

(次ページに続く)

医
物
る
実

学
す
に

口
ｍ
童
千

薬
薬

ｏ

医

かヽ
て
る



省内事業仕分け室作成資

《共通事項》

○ 国立医薬品食品衛生研究所に関する国からの財政支出が適正な額である

か。事務・事業の実施に当たつて冗費 (ムダ)はないか。

(参考)決算額等の推移

(単位 :千円)

18年度決算 19年度決算 20年度決算 21年度決算 22年度予算

運 営 費
3,458,189 3,247,145

2,190,190 2,129,958 2,147,465

試験研究費等 1,047,038 1,044,725 1,023,973

施設整備費 4,620 15,618 216,796 158,513 8,737

計 3,462,809 3,262,763 3,454,024 3,333,196 3,180,175

○ 国立医薬品食品衛生研究所の組織 口体市1は、当該研究所の事務・事業を

実施するために適切かつ効率的な体制であるか。また、管理部門の体制は

過大となっていないか。

(参考)職員数の推移

(単位 :人 )

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

管 理 部 門 29 29 27 26 24

研 究 部 門 196 194 194 191 192

計 225 223 221 21フ 216

○ 不必要な余剰資産などを抱えていないか。内部留保、積立金が過剰では

ないか。

(参考)所有する土地・建物

土地 :30,578.5ぷ    (国 有財産台帳価格 9,882百万円)

建物 :22,627.2面 (延床)(国有財産台帳価格  855百万円)

国立医薬品食品衛生研究所の建物については、昭和6年に建設されたものをはじめ、多く

は昭和40年代から50年代に建設 されたものである。

(次ページに続 く)



内事業仕分け室作成資

《試験・調査研究業務》

○ 医薬品、医療機器、食品・食品添加物及び生活関連化学物質について、

品質 口安全性及び有効性を正しく評価するための試験 口調査研究、科学的

知見の提示等を適切に実施しているか。

(参考)最近の行政報告等

・中国産冷凍餃子事件 (平成20年 )

関係閣僚会合で、国立衛研が加工食品中の残留農薬等に係る試験法の検討・開発及び地方衛生

研究所や食品検査機関に対する技術指導を行う機関とされ、各検査機関に対する技術指導を実施。

・新型インフルエンザ発生時の情報調査及び提供 (平成 21年 )

緊急時対応として、抗ウイルス薬の緊急使用や肉類の安全性に関する情報提供を実施。

・エコナ関連製品の健康影響評価 (平成 22年 )

エコナ関連製品にグリシドール脂肪酸エステル等が不純物として含まれていることを示すとと

もに、遺伝毒性試験及び体内動態試験結果を評価し、厚生労働省を介して内閣府食品安全委員会

へ報告。なお、同物質については、さらに長期試験を実施。

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

行 政 報 告 数 90件 1034牛
件Ｅ

υ
ｎ
υ 81件 85件

○ 試験 口調査研究業務の中で、外部委託に係る調達方法は適切か。

(参考)外部委託契約に係る調達方法別の件数及び金額 (継続分等を除く)

平成20年度 平成21年度

件 数 金  額 (千円) 件 数 金  額 (千円)

=般競争入札 35 291,430 31 113,482

公 募 9 63,013 7 53,970

随 意 契 約 4 24,000 5 29,200

《一斉取締言式験等業務》

○ 一斉取締言式験等業務については、言式験業務が減少しているが、適切に予

算等の縮減が図られているか。

(次ぺ

「

ジに続 く)



内事業仕分け室作成資

(参考 1)一斉取締試験等業務の実施件数等

(単位 :件 )

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

一斉取締試験 166 151 162 135 84

特別行政試験
公
Ｕ

■
■ 45 、63 58 55

一斉取締試験 :厚生労働省が不良医薬品等の発生傾向を勘案して取締り対象品目を定め、日立衛研等が全国一

斉に収去された当該 品目の品質検査を行う (薬事法第 69条 )

特別行政試験 :行政機関 (厚生労働省等)か らの依頼による言式験 (国が医薬品原料として輸入したあへんのモル

ヒネ含有率試験、毒物劇物指定調査のための毒性試験、後発医薬品品質情報提供等に係る試験検

査、違法 ドラツグ買上調査における成分分析 など)

(参考 2)一斉取締試験等業務の予算額 (医薬品等の国家検定及び検査等に必要な経費)の推移

(単位 :百万円)

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度要求

予算額 52 25
７
′

７
′

７
′ 13 13



参考資料

国立医薬品食品衛生研究所について

《参考資料》
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2.食品関連分野の業務の概要

食品中の残留農薬、動物用医薬品、アレルギー物質、食品添加物等の分析法の確立に関する研
究、新開発食品 食ヾ品添加物、食品用器具口容器包装等の科学的安全性確保に関する試験、研
究、調査、および食中毒菌、微生物産生毒素などによる健康被害を防止するための調査口試験研
究を行つています。

具体的な研究内容・実績は

1)食品中有害物質の分析法、評価法開発と実態調査|1    1    1     ‐

→農薬等、グリシドール脂肪酸エステル類、ヒドロコルチゾン、カドミウム:シアン化合物‐tl酢酸エチル並びにトルエン |
2)放射線照射された食品の検知法開発  ■   ‐‐  ■ ■|‐ ‐■||   .

‐
   111:          ||  : || |             || ‐|     | ‐  | |

→アルキルシクロプタノン法及び熱ルミネッセンス改良法を通知          ■     ・・      ‐

3)食品添加物、器具・容器包装、玩具等の規格及び試験法の作成と実態調査 |.■

→添加物規格20品日、食品中の添加物分析法10品日、秀加物嬌取量調査?1昴 目|フタル酸工不テル試験法及び |
調査(100試料)等             ■‐    ■■|‐_  ‐■■■   ‐

|■ ‐|   ■ | |
4)食品中の病原微生物、カビ轟の試験法の作成  |‐||■■ ■■■ ||■    ■| ‐

→細菌の試験法についてはサルモネラ、黄色ブドウ球菌、蕩炎ビプリオなどの試験法を搾蔵   
‐
  ‐

→腸管出血性大腸菌0103について試験法を作成               ‐

→カビ毒 (総アフラトキシン)について規格及び試験法を作成          ■ ‐     ■

5)広域散発食中毒事例の原因食材1及び菌の:調査  ||‐■| ||■ ‐  |■ | ‐  | ||
6)遺伝子組換え食品の検査法、アレルギニ物費の試験法あ作成11姜当性権議||   |‐ |‐

→遺伝子組換え食品(未承認2品 日、承認2品 日)の検査法作成    |     |     |
→アレルギーの原因となる特定原材料等10品 目の試験法の作成、妥当性確認   |

平成21年度実績

各審議会等委員延べ人数 (116人 ),論文発表 (85報 )、 行政報告 (35件 )、 学会発表 (206件 )



3.生活関連分野の業務の概要





5.安全性生物試験研究センターの業務の概要

実験動物、組織、細胞等を用い、医薬品、食品、食品添加物、生活関連物質等の化学物質につい
て、安全性を確保するための試験、研究を行うとともに、試験法ならびに評価方法の確立と国際標
準化に関する研究を行つている。

具体的な研究内容・実績は

■ヽLJ已や′‐|)卜■シ|ケンミタス利用,安全性試験法の確立、新規化学物質の安全性研究
→マウスを用いるトキショゲノミクスデニターベ‐スの整備、内分泌かく乱物質のリスク評価

2.)|ヒ学物質の体1内動態lt中枢および末梢神経系への影響研究、動物実験代替法の開発と評価
|‐ ふ鳥liぉ:墓任詳価着 由 多彙あ策定、ips細胞を用いた新規毒性評価系の検討                 ‐

3)病理組織学的手法を用いた化学物質の発がん性評価と発がんメカニズムの解析     |
| →胎児期,新生堀期にぉける発がん性評価手法の確立、発がん過程に影響を与える諸因子の究明

4)1雨A損傷に基づk姜性で遺伝毒性

'評

価手法の確立と突然変異誘発機構の研究

→トランスジェニック動物を用いた新規わv′

"試
験法の確立

5)ナノー物質等の安全性評価と評価手法の国際標準化、コンピューターを用いた安全性評価手法の
|1開発 ‐■ |:||  | |

→OEcD等の国際的指針●作成と医薬品の規制手法の標準化に関する日米欧の調整 (lcHハーモナイゼニション)

各審議会等委員延べ人数 (176人 ),論文発表 (75報 )、 行政報告 (12件 )、 学会発表 (221件 )



米国食品医薬品局 (FDA)における医薬品、医療機器、食品及び
毒性試験を担当している部の数との比較

国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所

医薬品部門等(7部 )

生物薬品部及び遺伝
子細胞医薬部(2部 )

医療機器部 (1部 )

食品部門 (5部 )

安全性生物試験

研究センター(5部 )

２。

研
究
部

合
計

５４
部

6

(注 )20研究部には、1省令室を含む。



研究者の毎月の研究実績をマンスリーレポートとして
国立衛研HP掲載の例示 (平成22年 8月 分より抜粋)

1,新聞・テレビ等

(医薬安全科学部)○ 望月祐志*1,福澤 薫
*2,中野達也
*1立教大学,*2みずほ情報総研株式会社
量子化学で作用計算 スパコンで創薬 (下 )

日経産業新聞,8月 11日 ,7面
海洋研究開発機構のスパコン「地球シミュ
レータ」を用い|インウルエンザ治療薬タミフ
ルが作用する様子の模擬計算に成功した6

巨大なウイルスのたんぱく質を実際に量子
化学で計算したのは世界初。

2.誌上発表 (原著論文 )

(食品添加部)

○ 阿部 裕,山 口未来,六鹿元雄,平原嘉
親,河村麻衣子,花尻(木倉)瑠理,合田幸
広,河村葉子
DAR丁―TOF/MSを 用いたポリ塩化ビニル

中の可塑剤 の検 索およびフタル酸エステ

ルのスクリーニング法の検討

食品衛生学雑誌,51(4),160-169(2010)

5.学会・講演等

(薬品部)

C)Izutsu,K,Yomota,C,Kawanishi,丁
,

Fui‖ ,K*,Yonemochi,E*,Terada*,K
*Faculty of Pharmaceutical Sciences,丁 oho

Univ

丁hermal Analysis of Multi― component
Frozen Solutions for Lyoph‖ ized

FormulaJon Development(凍 結乾燥製剤
の開発に向けた多成分系凍結 溶液の熱測

定 )

21st l∪ PAC International Conference on

Chemical tthermodynamics(2010 8,

Tsukuba,Ibaragi)

6.レギュラトリ■サイニ|ンス関連1国

際会議報告  |       ‐

(総合評価室)○ 広瀬明彦
European Fo6d Slfetソ Authortty(欧 州

|

食品安全機関)のナィテクノロジ‐の健
康影響評価手法のガイダシス作成のた|

めの第9回科学委員1会ウ|■キンググル■
プ会議 ‐

ベルギ■(プリユ

'セ

ル)t120
10年 8月 31日 ～0月‐■自|    ‐
ナノテクノロジ■ガイダンスに関する .■
EFSA(欧州食品安全機関)科学委員会
ワーキンググルァプ(第9回 )に出席し、
食品分野における安全性評価めための
ガイダンス作成に関して、′iブリツクコメ
ント用のドラフト作成に向けた討議を行う
た。        |

フ



評価シート

仕分け人名 (           )

法人名 1           国立医薬品食品衛生研究所

記載要領】

本日の改革案の説明や議論に基づいて、1.事務・事業、2.組織 口運営体制
ついて、□欄にそれぞれチェックし、ご意見を記載下さい。

1-①事務・事業名  試験 3調査研究業務

□改芋泰では否十年目8雷泰璽縄事2急嚢昔なく、地:方公共団体に事業を移管する

□改革案が妥 当

(具体的な更なる見直 し内容等を記述願います )

※ 左記の事務・事業をどのように扱うか
チェック願います。

□③国が実施する必要はなく、民間に事業を委託する
□④国が実施する必要はなく、その他の実施主体に任せる

その他の実施主体 (             )
□⑤事業は継続するが、更なる見直しが必要 (実施方法の見直

し、予算の削減など)



1

。  1-① 事務 口事業名  一斉取締試験等業務

□改革案では不十年 □①事業そのものを廃止
□②国が実施する必要はなく、地方公共団体に事業を移管する
□③国が実施する必要はなく、民間に事業を委託する
□④国が実施する必要はなく、その他の実施主体に任せる

その他の実施主体 (

□⑤事業は継続するが、更なる見直しが必要 (実施方法の見直
し、予算の削減など)

□ 改革案が妥当

(具体的な更なる見直 し内容等を記述願います )

2 組織・運営体制 ※ 管理費、余剰資産など事業を行 うにあたつての組織・運営体制
の妥当性について、チェック願います。        ｀

□ 改革案では不十分

□ 改革案が妥当

(具体的な更なる見直 し内容等を記述願います )

評価シート

※ 左記の事務 口事業をどのように扱 うか

チ ェック願 います。


